
 

佐
賀
県
に
お
け
る
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 
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二
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四
年
三
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二
十
三
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佐
賀
県
条
例
第
二
十
一
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佐
賀
県
に
お
け
る
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
基
準
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改 

 
 
 

正
す
る
条
例 

 

佐
賀
県
に
お
け
る
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
基
準
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
八
年
佐
賀
県
条 

例
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

題
名
中
「
認
定
基
準
」
を
「
認
定
要
件
」
に
改
め
る
。 

第
一
条
中
「
第
三
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
認
定
の
基
準
」
を 

「
第
三
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
認
定
こ
ど
も
園
の
認
定
の
要
件
」
に
、｢

認 

定
基
準
」
を
「
認
定
要
件
」
に
改
め
る
。 

第
二
条
第
二
号
ロ
及
び
第
五
号
中
「
第
三
条
第
二
項
」
を
「
第
三
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
条
第
一
項
中
「
認
定
基
準
」
を
「
認
定
要
件
」
に
、 ｢

基
準
は
」
を
「
要
件
は
」
に 

改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
た
だ
し
」
を
「
こ
の
場
合
に
お
い
て
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一 

号
を
加
え
る
。 

 

三 

満
一
歳
に
満
た
な
い
子
ど
も
の
保
育
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
、
保
健
師
又
は
看
護 

 
 

師
を
配
置
す
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

第
四
条
中
「
認
定
基
準
」
を
「
認
定
要
件
」
に
、 ｢

基
準
は
」
を
「
要
件
は
」
に
改
め
る
。 

第
五
条
中
「
認
定
基
準
」
を
「
認
定
要
件
」
に
、 ｢

基
準
は
」
を
「
要
件
は
」
に
改
め
、 

同
条
第
八
号
を
同
条
第
九
号
と
し
、
同
条
第
七
号
中
「
幼
稚
園
型
認
定
こ
ど
も
園
、
地
方
裁 

量
型
認
定
こ
ど
も
園
又
は
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
あ
っ
て
は
、」
を
削
り
、「
、
第
三 

号
」
の
下
に
「
及
び
前
号
」
を
加
え
、 ｢

当
該
認
定
こ
ど
も
園
の
満
三
歳
以
上
」
を
「
認
定 

こ
ど
も
園
の
満
三
歳
以
上
」
に
改
め
、
同
号
ホ
中
「
第
九
条
第
三
号
」
を
「
第
九
条
第
六
号
」 

に
改
め
、
同
号
を
同
条
第
八
号
と
し
、
同
条
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

七 

認
定
こ
ど
も
園
の
子
ど
も
に
対
す
る
食
事
の
提
供
は
、
当
該
認
定
こ
ど
も
園
の
園
内 

 
 

で
調
理
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
。 

 

第
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
教
育
及
び
保
育
の
内
容
） 

第
六
条 

認
定
要
件
の
う
ち
教
育
及
び
保
育
の
内
容
に
関
す
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す 

 

る
。 

 

一 

規
則
で
定
め
る
幼
稚
園
教
育
に
関
す
る
指
針
及
び
保
育
所
保
育
に
関
す
る
指
針
に
基 

 
 

づ
い
た
指
導
計
画
を
定
め
て
い
る
こ
と
。 

 

二 

障
害
の
あ
る
子
ど
も
の
保
育
に
つ
い
て
は
、
一
人
一
人
の
発
達
の
過
程
及
び
障
害
の 
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